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(57)【要約】
【課題】粉体の再分散性に優れ、均一に噴霧することができるとともに、塗布後の肌への
白残りやべたつき感がなく、肌触りに優れた制汗デオドラントスプレーの提供。
【解決手段】（Ａ）クロルヒドロキシアルミニウム、（Ｂ）シリカ１００質量部に対して
６～１５質量部のシリコーン油で表面を被覆したシリコーン被覆シリカおよび（Ｃ）油性
成分を含有する組成物と、噴射剤とからなる制汗デオドラントスプレーとする。前記シリ
コーン油が、メチルハイドロジェンポリシロキサンであることが好ましい。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記（Ａ）成分、（Ｂ）成分および（Ｃ）成分を含有する組成物と、噴射剤とからなる
制汗デオドラントスプレー。
（Ａ）クロルヒドロキシアルミニウム
（Ｂ）シリカ１００質量部に対して６～１５質量部のシリコーン油で表面を被覆したシリ
コーン被覆シリカ
（Ｃ）油性成分
【請求項２】
　前記シリコーン油が、メチルハイドロジェンポリシロキサンであることを特徴とする請
求項１に記載の制汗デオドラントスプレー。
【請求項３】
　前記（Ｃ）成分が、脂肪酸エステル油および／又は炭化水素油であることを特徴とする
請求項１又は２に記載の制汗デオドラントスプレー。
【請求項４】
　前記組成物中における（Ａ）成分と（Ｂ）成分の総量が、２０～７０質量％であること
を特徴とする請求項１～３の何れかに記載の制汗デオドラントスプレー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、制汗デオドラントスプレーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、汗によるべたつきや体臭の発生を防止する化粧料として、制汗成分などを配
合した制汗デオドラントスプレーが汎用されている。中でも、べたつき感をより低減させ
るために、種々の粉体を配合した制汗デオドラントスプレーが好ましく用いられている。
【０００３】
　通常、制汗デオドラントスプレーは、内容組成物を噴射剤とともに振とうすることによ
り分散させて噴霧することでデオドラント効果を発現させるものである。しかしながら、
このような制汗デオドラントスプレーに粉体を配合すると、静置時には粉体が容器底に沈
降しているため、振とう時に十分に粉体を再分散させなければ粉体を均一に噴射させるこ
とができず、所望のデオドラント効果を十分に発揮させることができないといった問題が
ある。また、粉体の再分散性に劣ると、粉体の凝集物が噴霧されて、肌上に白残りが生じ
るといった問題もある。
【０００４】
　そのため、粉体を配合した制汗デオドラントスプレーにおいて、粉体の再分散性を高め
る試みがなされている。具体的には、粉末成分と、液化石油ガスおよびジメチルエーテル
の少なくとも一方が含有されてなる噴射剤と、非イオン性界面活性剤およびシリコーンオ
イルの少なくとも一方と、エチルアルコールとを含有する粉末エアゾール組成物（例えば
、特許文献１を参照）、液化石油ガスと無機粉末を含有し、ソルビタン脂肪酸エステルお
よび／又はポリオキシアルキレンアルキルエーテルを特定の配合比で含有する粉末含有エ
アゾール組成物（例えば、特許文献２を参照）、疎水性球状粉体と、特定の性状からなる
ポリエーテル変性シリコーンとを含有するデオドラントスプレー組成物（例えば特許文献
３を参照）などが提案されている。
【０００５】
　しかしながら、従来の試みで用いられているような種々の界面活性剤では、粉体の再分
散性を高めることはできるものの、塗布後のべたつき感などが生じるため肌触りに劣り、
粉体を配合した効果を十分に発揮させることができないといった問題がある。そのため、
従来の粉体の再分散性を高める試みでは、粉体を配合した制汗デオドラントスプレーの効
果を最大限発揮させることができない。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平３－１５７３２７号公報
【特許文献２】特開平６－４８９１９号公報
【特許文献３】特開２００５－１８７３３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、前記従来技術に鑑みてなされたものであり、粉体の再分散性に優れ、均一に
噴霧することができるとともに、塗布後の肌への白残りやべたつき感がなく、肌触りに優
れた制汗デオドラントスプレーを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　即ち、本発明は、
〔１〕下記（Ａ）成分、（Ｂ）成分および（Ｃ）成分を含有する組成物と、噴射剤とから
なる制汗デオドラントスプレー、
（Ａ）クロルヒドロキシアルミニウム
（Ｂ）シリカ１００質量部に対して６～１５質量部のシリコーン油で表面を被覆したシリ
コーン被覆シリカ
（Ｃ）油性成分
〔２〕前記シリコーン油が、メチルハイドロジェンポリシロキサンであることを特徴とす
る前記〔１〕に記載の制汗デオドラントスプレー、
〔３〕前記（Ｃ）成分が、脂肪酸エステル油および／又は炭化水素油であることを特徴と
する前記〔１〕又は〔２〕に記載の制汗デオドラントスプレー、並びに
〔４〕前記組成物中における（Ａ）成分と（Ｂ）成分の総量が、２０～7０質量％である
ことを特徴とする前記〔１〕～〔３〕の何れかに記載の制汗デオドラントスプレー
に関する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の制汗デオドラントスプレーは、粉体成分の再分散性に優れ、均一に噴霧するこ
とができることから、塗布後の白残りやがべたつき感のなく、肌触りに格段に優れた効果
を奏する。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明の制汗デオドラントスプレーは、下記（Ａ）成分、（Ｂ）成分および（Ｃ）成分
を含有する組成物と、噴射剤とからなる。
（Ａ）クロルヒドロキシアルミニウム
（Ｂ）シリカ１００質量部に対して６～１５質量部のシリコーン油で表面を被覆したシリ
コーン被覆シリカ
（Ｃ）油性成分
【００１１】
　（Ａ）成分のクロルヒドロキシアルミニウムは、デオドラント効果を発現する成分とし
て配合される粉体成分である。本発明においては、（Ａ）成分が本発明の制汗デオドラン
トスプレー中に粉体の形態のまま、均一に分散された状態にあることを最大の特徴とする
。（Ａ）成分が均一分散状態であることから、再分散性に優れ、均一に噴霧することがで
きるという本発明の優れた効果を最大限に発揮させることができる。
【００１２】
　（Ａ）成分の含有量は、所望の効果が充分に付与されるのであれば特に限定されないが
、通常、デオドラント効果の観点および均一分散状態とする観点から、組成物中、３質量
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％以上が好ましく、より好ましくは５質量％以上である。また、安全性および使用感の観
点から、４８質量％以下が好ましく、より好ましくは３０質量％以下である。これらの観
点から、（Ａ）成分の含有量は、３～４８質量％が好ましく、より好ましくは５～３０質
量％である。
【００１３】
　用いられる（Ｂ）成分のシリコーン被覆シリカは、シリカ１００質量部に対して６～１
５質量部のシリコーン油を用いて、シリカ表面に被覆処理を施した粉体成分である。本発
明においては、シリカ１００質量部に対して６～１０質量部のシリコーン油で表面を被覆
したシリコーン被覆シリカを用いることが最も好ましい。このような表面処理を施したシ
リコーン被覆シリカを用いることで、振とう時の再分散性、並びに、塗布後の肌触りに対
して格段に優れた効果を奏するようになる。
【００１４】
　用いられるシリカの形状は、通常、デオドラント剤に配合されるものであって、被覆処
理が施されることによって、所望の効果を奏するものであれば特に限定されないが、球状
の形態のシリカを用いることが好ましい。
【００１５】
　被覆処理に用いられるシリコーン油としては、所望の効果が十分に付与されるのであれ
ば特に限定されないが、例えば、メチルポリシロキサン、メチルフェニルポリシロキサン
、メチルハイドロジェンポリシロキサンなどの鎖状シリコーン油；アルコール変性シリコ
ーン、アルキル変性シリコーン、アミノ変性シリコーンなどの変性シリコーン油などを例
示することができる。本発明においては、再分散性および肌触りの観点から、ストレート
シリコーンを用いることが好ましく、中でも、メチルハイドロジェンポリシロキサンを用
いることがより好ましい。
【００１６】
　被覆処理の方法は、シリカの表面をシリコーン油で被覆することのできる公知の方法で
あれば特に限定されないが、例えば、アルコール系溶剤又は石油系溶剤中に、定められた
量のシリカとシリコーン油を加えて混合した後、溶媒を減圧留去し、得られた粉体を乾燥
後粉砕し、加熱処理する方法などを例示することができる。
【００１７】
　尚、（Ｂ）成分は、市販品をそのまま用いることもできる。具体的には、例えば、ＳＩ
－ＳＢ－３００ＬＨＣ（７％）（商品名，三好化成社製：シリカ９３質量％、メチルハイ
ドロジェンポリシロキサン７質量％）などを例示することができる。
【００１８】
　（Ｂ）成分の含有量は、所望の効果が充分に付与されるのであれば特に限定されないが
、通常、肌触り観点から、組成物中、５質量％以上が好ましく、より好ましくは１０質量
％以上である。また、肌への白残りの観点から、６０質量％以下が好ましく、より好まし
くは４０質量％以下である。これらの観点から、（Ｂ）成分の含有量は、好ましくは５～
６０質量％、より好ましくは１０～４０質量％である。
【００１９】
　用いられる（Ｃ）成分の油性成分としては、例えば、炭化水素油、シリコーン油、脂肪
酸エステル油などが挙げられる。具体的には、α－オレフィンオリゴマー、軽質イソパラ
フィン、軽質流動イソパラフィン、合成スクワラン、植物性スクワラン、スクワラン、ワ
セリン、セレシン、ポリブテン、パラフィン、流動パラフィン、流動イソパラフィン、マ
イクロクリスタリンワックスなどの炭化水素油；メチルポリシロキサン、メチルフェニル
ポリシロキサン、メチルハイドロジェンポリシロキサンなどのシリコーン油；オレイン酸
エチル、ミリスチン酸イソプロピル、ミリスチン酸イソステアリル、パルミチン酸イソプ
ロピル、ミリスチン酸ミリスチル、パルミチン酸セチル、パルミチン酸オクチル、オレイ
ン酸オレイル、ミリスチン酸オクチルドデシル、オレイン酸オクチルドデシル、イソステ
アリン酸エチル、イソステアリン酸イソプロピル、２－エチルヘキサン酸セチル、２－エ
チルヘキサン酸セトステアリル、トリ２－エチルヘキサン酸グリセリル、トリイソパルミ
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チン酸グリセリル、テトラ２－エチルヘキサン酸ペンタエリスリトール、オクタン酸イソ
セチル、オクタン酸イソステアリル、イソステアリン酸イソセチル、イソステアリン酸オ
クチルドデシル、ジメチルオクタン酸オクチルドデシル、イソノナン酸イソノニル、イソ
ノナン酸イソトリデシル、などの脂肪酸エステル油などを例示することができる。これら
（Ｃ）成分は、１種を単独で用いてもよく、２種以上を適宜組み合わせて用いることもで
きる。好適な（Ｃ）成分としては、べたつき感の観点、並びに、肌への白残りを抑制する
観点から、脂肪酸エステル油、炭化水素油を用いることが好ましい。
【００２０】
　（Ｃ）成分の含有量は、所望の効果が充分に付与されるのであれば特に限定されないが
、通常、肌への白残りを抑制する観点から、組成物中、２０質量％以上が好ましく、より
好ましくは３０質量％以上である。また、べたつき感の観点から、８０質量％以下が好ま
しく、より好ましくは７０質量％以下である。これらの観点から、（Ｃ）成分の含有量は
、好ましくは２０～８０質量％、より好ましくは３０～７０質量％である。
【００２１】
　本発明の制汗デオドラントスプレーの組成物中には、本発明の効果を損なわない範囲で
、上記した成分の他、通常化粧品に用いられる成分、例えば、メントール、メンチルグリ
セリルエーテル、カンファなどの清涼剤；イソプロピルメチルフェノール、トリクロサン
、塩化ベンザルコニウムなどの殺菌剤；有機粉体・無機粉体・顔料などの粉体；エタノー
ルなどの低級アルコール；親油性界面活性剤、防腐剤、紫外線防止剤、酸化防止剤、植物
抽出エキス、香料などを目的に応じて適宜配合することができる。
【００２２】
　尚、本発明においては、粉体成分の再分散性に優れ、均一に噴霧させる観点から、組成
物中の（Ａ）成分と（Ｂ）成分の総量が、２０～７０質量％であることが好ましく、より
好ましくは、３０～６０質量％である。２０質量％未満の場合では、優れた肌触りに劣る
ために好ましくない。また、７０質量％より多い場合では、再分散性に劣り、均一に噴射
することができず、塗布後の白残りが生じるために好ましくない。
【００２３】
　本発明の制汗デオドラントスプレーと、上記した（Ａ）～（Ｃ）成分を含有する組成物
と、噴射剤とを所定の容器に充填することにより調製することができる。用いられる噴射
剤としては、化粧品に用いられるものであれば特に限定されないが、例えば、液化石油ガ
スなどを例示することができる。
【００２４】
　制汗デオドラントスプレーにおける組成物と噴射剤の混合比（質量比、組成物／噴射剤
）は、所望の効果が十分に発揮されるのであれば特に限定されないが、通常、組成物の塗
布量および噴霧時の粉体成分に舞い散りの観点、並びに、使用感の観点から、３／９７～
３０／７０の範囲で調整されることが好ましく、５／９５～２５／７５の範囲で調整され
ることがより好ましい。
【００２５】
　更に、本発明の制汗デオドラントスプレーでは、再分散性を更に高めて、所望の効果を
格段に優れたものとする観点から、組成物中の（Ａ）成分と（Ｂ）成分の総量と、噴射剤
の量との質量含有比が、（Ａ＋Ｂ）の総量：噴射剤量＝１：１００～９：３５の範囲で調
整されることが好ましい。
【００２６】
　制汗デオドラントスプレーの製造方法は、既知の方法により製造すれば良く、例えば、
配合する各成分を均一に分散させた組成物をエアゾール用容器に充填し、エアゾール用バ
ルブにより容器をクリンチした後、噴射剤をステムより規定量充填し、ステムに適したボ
タンを装着する方法を例示することができる。
【実施例】
【００２７】
　以下、本発明を実施例に基づいて更に詳細に説明するが、本発明はこれら実施例にのみ
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限定されるものではない。尚、配合量は、特記しない限り「質量％」を表す。
【００２８】
（試料の調製１）
　表１および表２に記した組成物を常法に準じて調製後、透明の耐圧容器に噴射剤ととも
に所定比で充填し、実施例１～５および比較例１～４の制汗デオドラントスプレーとして
下記評価に供した。結果をそれぞれ表１および表２に併記する。
【００２９】
（試験例１：再分散性の評価）
　各実施例および各比較例の制汗デオドラントスプレーを、２５℃の恒温槽で７日間静置
した。その後、容器を上下に５回振とうした時の粉体成分の再分散性について、以下の評
価基準に従って目視評価した。
【００３０】
＜分散性の評価基準＞
○：均一に分散された状態となる
△：分散された状態となるが、やや不均一である
×：分散された状態とならず、不均一である
【００３１】
（試料の調製２）
　試料の調製１の同組成物を、エアゾール容器に噴射剤とともに、試料の調製１と同一比
で充填し、制汗デオドラントスプレーとして下記評価に供した。結果をそれぞれ表１およ
び表２に併記する。
【００３２】
（試験例２：噴霧状態の評価）
　各実施例および各比較例の制汗デオドラントスプレーを２５℃の恒温槽にそれぞれ保管
し、隔日ごとに下記操作を繰り返し、噴霧状態の試験を行った。
【００３３】
（操作）
　各恒温槽より各制汗デオドラントスプレーを取出し、直ちに１５秒間よく振ってから、
３秒間噴霧吐出した。噴霧吐出後、各試料を恒温器に戻し、２日後に同様の試験を実施し
た。この操作を、中味が完全に無くなるまで、或いは、目詰まりなどにより中味が噴霧吐
出されなくなるまで繰り返し実施し、その状態を下記の基準に従い評価した。
【００３４】
＜噴霧状態の評価基準＞
○：観察期間内に噴霧状態に異常は見られない
△：観察期間内に噴霧状態がやや弱くなるが、噴霧吐出している
×：観察期間内に全く噴霧しなくなる
【００３５】
（試験例３：肌触りの評価）
　専門評価パネル２０名により、試料の調製２で得られた各制汗デオドラントスプレーを
、上腕部から１０ｃｍ離して１秒間噴霧塗布してもらい、１分後の塗布部の肌触りについ
て、以下の評価基準に従って官能評価した。
【００３６】
＜肌触りの評価基準＞
○：２０名中、１６名以上が、塗布部のさらさら感に優れ、肌触りが良いと回答
△：２０名中、１０～１５名が、塗布部のさらさら感に優れ、肌触りが良いと回答
×：２０名中、９名以下が、塗布部のさらさら感に優れ、肌触りが良いと回答
【００３７】
（試験例４：白残りの評価）
　試験例３の評価後、同パネルにより、塗布部位の白残りの有無について、以下の評価基
準に従って目視評価した。
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【００３８】
＜白残りの評価基準＞
○：２０名中、１６名以上が、塗布部に白残りはないと回答
△：２０名中、１０～１５名が、塗布部に白残りはないと回答
×：２０名中、９名以下が、塗布部に白残りはないと回答
【００３９】
【表１】

【００４０】
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【表２】

【００４１】
　表１および２に示された結果から、各実施例の制汗デオドラントスプレーは、各比較例
のものと対比して、粉体成分の再分散性に優れ、均一に噴霧することができることから、
塗布後の白残りやがべたつき感のなく、肌触りに格段に優れた効果を奏していることが分
かる。
【００４２】
　これに対し、本発明の実施例１および２の（Ｂ）成分を他の粉体へ置き換えた比較例１
および２では、再分散性又は均一噴霧に劣ることから、塗布後の肌触りが悪いことが分か
る。また、本発明の構成を充足しない比較例３においても、再分散性に劣ることから、塗
布後の肌触りが悪いことが分かる。尚、（Ｃ）成分を含有しない比較例４は、剤として成
し得ないため、評価に供することができなかった。
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